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平成１８年１２月２７日

内 閣 府（防災担当）

平成１８年度政府総合図上訓練の実施について

１ 趣旨・目的

政府総合図上訓練は、政府対策本部事務局の対応能力を向上させるとともに、組織

体制、各種計画及び活動要領等の検証・徹底を行うことを目的に、東海地震対応及び

南関東地域直下地震対応の訓練を平成１３年度から実施している。

（対象：警戒本部・緊急対策本部事務局 場所：立川予備施設）１３年度 東海地震対応

（対象：現地対策本部事務局 場所：合同庁舎５号館）１４年度 南関東地域直下地震対応

（対象：警戒本部・緊急対策本部事務局 場所：合同庁舎５号館）１５年度 東海地震対応

（ ）１６年度 南関東地域直下地震対応 対象：緊急対策本部事務局 場所：官邸危機管理センター

（対象：現地警戒本部・現地対策本部事務局 場所：静岡県庁別館）１７年度 東海地震対応

２ 本年度の特色

○ 東海地震が突発的に発生した場合を想定した訓練を初めて行う。

○ 緊急災害対策本部と現地対策本部の連携についての訓練を初めて行う。

○ 東海地震に係わる地震防災対策強化地域が存在する全都県から職員が派遣され、

合同対策本部会議の訓練を行う。

○ 本訓練に連携して、静岡県においては、市町等が参加した図上訓練を行う。

３ 訓練編成及び参加機関

○ 訓練編成

訓練統裁官（主催） ：溝手防災担当大臣

訓練緊急災害対策本部長：増田政策統括官（防災担当）

訓練現地対策本部長 ：丸山大臣官房審議官（防災担当）

○ 参加機関

内閣官房、内閣府、警察庁、防衛庁、総務省、消防庁、法務省、外務省、財務省

文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、国土地理院、

気象庁、海上保安庁（１７省庁・２７０名）

（官邸危機管理センターに１５１名、現地（静岡県）に１１９名が参加予定）

（ ）、 、 、 、 、関係地方公共団体：静岡県 市町等含む 東京都 神奈川県 愛知県 山梨県

長野県、岐阜県、三重県

（ ）東海地震に係る地震防災対策強化地域に関係する全都県から１０名が参加予定



４ 日 時

平成１８年１月１８日（木）０９：００～１６：３０

５ 場 所

○ 官邸危機管理センター：緊急災害対策本部

○ 静岡県庁別館７階第１会議室及び第２会議室：現地対策本部

６ 現地対策本部の訓練の取材について

○ 現地対策本部（静岡県庁別館）の訓練（１３：００～１６：３０）の取材は可能

です。

取材を希望される各社におかれましては、当日１２：３０までに、静岡県庁別館

２階共同会見室入口で、必ず受付を済ませてください。

○ 当日１２：３０から２階共同会見室で、訓練内容について記者説明会を実施する

予定です。

○ 当日会場内の混雑防止のため、立入制限をさせていただくことがあります。

担当職員の指示に従って下さい。

○ 訓練終了後１６：３０を目途に、丸山大臣官房審議官及び石川静岡県知事による

合同記者会見を２階共同会見室で実施する予定です。

○ 詳細については、別紙「スケジュール」を参考にしてください。

なお、現地対策本部の訓練は、予定していた会議等が中止されたり、時間が前後

したりすることがありますので、予めご了承願います。

７ 政府総合図上訓練の記者ブリ－フィングについて

訓練終了後１８：００を目途に 担当参事官による記者ブリーフィングを内閣府 中、 （

央合同庁舎５号館）３階特別会議室で実施する予定です。

＜連絡・問い合わせ先＞

内閣府 災害応急対策担当参事官補佐 渡 辺

同付 鈴 木

TEL：03-3501-5695（直通） FAX：03-3503-5690



別 紙

スケジュール

１月１８日（木）

時 間 現地対策本部（静岡）スケジュール 訓練内容

第１状況 (09:00～12:00)

突発的に発生した場合に

おける政府本部事務局の

初動対応要領

（地震発生後１～４時間）

場所：官邸危機管理センター

12:30 ○取材受付終了

○記者説明会（訓練内容について）

静岡県庁別館２階共同会見室

13:00～16:30 ○訓練の取材 第２状況(13:00～16:30)

この間に、国及び各都県による

現地対策本部業務開始直後合同対策本部会議や官邸との

の調整・連携要領テレビ会議が予定されています。

地震発生後８～１２時間)(

場所：官邸危機管理センター

静岡県庁別館

＜実施内容の一例＞

● 現地合同対策本部会議

● 官邸とのテレビ会議

16:30 ○合同記者会見

２階共同会見室で丸山大臣官房審

議官と石川静岡県知事による記者

会見を予定します。

【注】 現地対策本部の訓練は、予定していた会議等が中止されたり、時間が前後

したりすることがありますので、予めご了承願います。


